
 

 

 

特定個人情報保護評価書の再評価に係る 

パブリック・コメントの実施について 
『住民基本台帳に関する事務』 

 

令和６年９月２６日 

市民環境経済委員会資料 

市民生活部 戸籍住民課 

 
※本資料は、個人情報保護委員会（国）の資料を基に作成しています 



特定個人情報保護評価の概要 



特定個人情報保護評価の実施手順 

 



 

◆主な変更箇所 
・ 番号法が改正されたことにより生じた引用法令の条ずれ等に伴う変更 

・ 基幹業務システムの標準準拠化及びガバメントクラウドにおけるデータ保管等の変更 

 
・変更箇所の記載(一部抜粋) 

項目 旧 新 

Ⅰ基本情報  

６－②法令上の根拠 

（船橋市が提供） 

番号法第１９条第８号及び別表第二の１の項、２の項、３の項、４の項、

６の項、８の項、９の項、１１の項、１６の項、１８の項、２０の項、２３の

項、２７の項、３０の項、３１の項、３４の項、３５の項、３７の項、３８の項、

３９の項、４０の項、４２の項、４８の項、５３の項、５４の項、５７の項、５８

の項、５９の項、６１の項、６２の項、６６の項、６７の項、７０の項、７４の

項、７７の項、８０の項、８４の項、８５の２の項、８９の項、９１の項、９２の

項、９４の項、９６の項、９７の項、１０１の項、１０２の項、１０３の項、１０５

の項、１０６の項、１０７の項、１０８の項、１１１の項、１１２の項、１１３の

項、１１４の項、１１６の項、１１７の項、１２０の項 

 

（船橋市が照会） 

：なし（住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステ

ムによる情報照会は行わない） 

（船橋市が提供） 

番号法第 19条第 8号に基づく主務省令第 2条の表 1の項、2の項、3

の項、5の項、7の項、11の項、13の項、15の項、20の項、28の項、

37の項、39の項、48の項、53の項、57の項、58の項、59の項、63の

項、65の項、66の項、69の項、73の項、75の項、76の項、81の項、

83の項、84の項、86の項、87の項、91の項、92の項、96の項、106

の項、108の項、110の項、112の項、115の項、118の項、124の項、

129の項、130の項、132の項、136の項、137の項、138の項、141の

項、142の項、144の項、149の項、150の項、151の項、152の項、155

の項、156の項、158の項、160の項、163の項、164の項、165の項、

166の項 

（船橋市が照会） 

：なし（住民基本台帳に関する事務において情報提供ネットワークシステ

ムによる情報照会は行わない） 

特定個人情報ファイル

の概要 

（１）住民基本台帳ファ

イル 

６．特定個人情報の保

管・消去 

 

① 保管場所 

＜船橋市における措置＞ 

・住民異動届書、転出証明書、申請書等については、施錠可能な保管

庫にて保管している。 

・データ保管場所については、鍵、監視機能等により許可されない者の

立ち入りを防止するサーバー室等の管理区域に設置しており、入退室

管理を行っている。 

（※管理区域とは、ネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを

設置し、当該機器等の管理並びに運用を行うための部屋をいう。） 

＜自治体中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞ 

①自治体中間サーバー･プラットフォームはデータセンターに設置してい

る。データセンターへの入館、及びサーバー室への入室を行う際は、警

備員などにより顔写真入りの身分証明書と事前申請との照合を行う。 

②特定個人情報は、サーバー室に設置された自治体中間サーバーの

データベース内に保存され、バックアップもデータベース上に保存され

る。 

＜船橋市における措置＞ 

（略） 

＜自治体中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞ 

（略） 

＜ガバメントクラウドにおける措置＞ 

①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所

のセキュリティ対策はクラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業者

は ISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり、セキュリ

ティ管理策が適切に実施されているほか、次を満たすものとする。 

・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受けていること。 

・日本国内でのデータ保管を条件としていること。 

②特定個人情報は、クラウド事業者が管理するデータセンター内のデー

タベースに保存され、バックアップも日本国内に設置された複数のデー

タセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存される。 

 


